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MUGEN POWER Cup CIVIC One Make Race競技規則、車両規則 主要変更点 

 

２０１２年１月１３日付け発表「MUGEN POWER Cup CIVIC One Make Race 競技規則、車両規則」 

について「Honda Exciting Cup One Make Race 2011 ～CIVIC Series～共通規則、車両規則」（以下

2011CIVIC）からの主要変更点（太字下線部）に関し以下に記する。 

 

■競技規則 第３条 大会スケジュール、レース距離および決勝出場台数 

岡山国際ｻｰｷｯﾄ 3.7km×15 周 (55.5km)

ﾂｲﾝﾘﾝｸもてぎ 4.8km×12 周 (57.6km)

富士ｽﾋﾟｰﾄﾞｳｪｲ 4.5km×13 周 (58.5km)

ｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ SUGO 3.7km×15 周 (55.5km)

鈴鹿ｻｰｷｯﾄ 5.8km×10 周 (58.0km)

【説明】 2011CIVIC に対し周回数を２～３ラップ減、レース距離を５５～６０ｋｍとする。 

 

■競技規則 第５条 参加車両、および競技番号(ゼッケン) 

③競技番号は、MPCOにより決定され、ドライバーに対し年間を通じ同じ番号を使用する。

【説明】 単一シリーズにより同一の競技番号は存在せず、年間を通じ同じ番号とする。 

 

■競技規則 第８条 参加料、および保険 

①参加料  1 台につき\52,500（税込み） 

 

■競技規則 第１６条 競技会会場（サーキット）での無線通信 

予選、決勝レース時におけるドライバー（競技車両）との無線通信設備（携帯電話、トランシーバー等を含

む）の使用は禁止される。その他の使用に際しては、各サーキット一般競技規則に従うものとする。 

【説明】 2011CIVIC 東日本シリーズに準ずる規則とする。 

 

■車両規則 【一般規定】 Ⅲ 最低重量  

ドライバーおよびドライバーのすべての装備品を含み。１,２３５ｋｇ以上とする。 

【説明】 「JAF 国内競技車両規則 第 1 編 第 3 章 第 3 条 3.2)最低重量」に対し、2011CIVIC での   

車両最低重量 1,160kg を基準とし、さらにドライバー装備品込み重量 75kg を加算した 1,235kg

を本車両規則 最低重量として運用する。 

 

■車両規則 【一般規定】 Ⅳ 障害者用操作装置 

障害者用操作装置の装着に際し、さらに関連する変更、改造についてはMPCOが認めた項目に限り許可

される。 

【説明】 「2012JAF 国内競技車両規則 第１編 第 3 章 第 12 条 障害者用操作装置」 の条文が追加

され同装置の使用が認められる。さらに関連する変更、改造については MPCO 認可のもと許可される。 

 


